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議事 □開 会 

 １ 開 会 

 ２ 市長あいさつ（蕨佐倉市長） 

３ 委嘱状交付 

４ 委員紹介 

 

□会 議（蕨会長議長） 

１ 各団体の取組みについて 

○佐倉市健康こども部子育て支援課長 織田委員 

  ・平成 27年度より開始された「子ども子育て支援制度」より、認定こども園の普及、

待機児童の減少、地域の子育て支援の拡充を図ってまいりました。 

  ・保育園の入園状況は 39園あり、4月 1日現在では待機児童が 0人となりましたが、

今日現在では 4人が待機児童となっております。秋に既存の保育園の定員を 60人増

やすことになっており、引き続き待機児童 0人をめざしてまいります。 

  ・子育て支援事業として、子育て世代包括支援センターの開設・地域子育て支援拠 

点事業・ファミリ－サポートセンター・一時預かり事業・病後児保育・病児保育を
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実施しております。 

  ・放課後児童健全育成事業として児童センター、老幼の館、学童保育所を開設し 

   ております。 

 ○佐倉市教育委員会指導課長 相蘇委員 

佐倉市内の小中学校の児童生徒の状況は、現在落ち着いて過ごしている状況で、 

夏休みを迎えました。夏休みに入ってほとんどの小学校では向学チャレンジ教室を開催

し、個別学習を中心とした学習支援を行っております。また、中学校では印旛郡総合体

育大会が実施され、今週からは県大会が開催されています。 

・「佐倉市いじめ防止基本方針」を策定し、市・教育委員会・学校・地域・関係機関 

家庭等が連携して対応する体制をつくりました。いじめの実態の早期把握と子ども達

への啓発、地域への啓発を進めてまいります。 

  ・具体的な取り組みとして、「いじめ月例調査」「教育相談週間、いじめアンケートの実

施」「いじめ防止子どもサミット」「人権集会」を実施し、いじめの根絶を目指してい

ます。昨年度の認知件数は 334 件で、内訳は「ひやかし・からかい」や「軽くたたか

れたりした」事案であり、ほとんどが即日解決しているが、今後も学校・地域での見

守りをすすめてまいります。 

  ・長期欠席状況は、27年度小学生が 33人、中学生が 134人でした。 

   不登校に至った理由は子ども毎に様々ですが、電話連絡や家庭訪問、放課後の個別登

校等を通して子ども達に寄り添いながら対応しています。今後も、子どもの状況を多

面的にとらえて対応してまいります。 

 ○民生委員・児童委員協議会副会長 釼地委員 

  ・児童虐待防止ネットワーク、児童専門部会に参加するとともに、小中学校とも年 2 回

情報交換場を持って情報を共有しております。 

  ・就学援助、子どもの学習支援、子ども食堂への援助を実施しています。 

  ・児童養護施設を見学して今後の活動に活かしてまいります。 

 ○保護司会佐倉市分会会長 石渡康郎委員 

  ・重点目標として、「犯罪や非行をする人を生み出さない家庭・地域づくり」を進めてま

いります。 

  ・社会を明るくする運動への協力や非行防止相談会、学校保護司連絡協議会や学校 

ミニ集会に参加して情報共有を図っています。 

 ○社会福祉協議会事務局 谷野委員 

  ・社会福祉協議会は市内を 14地区に分けて地域福祉活動に取り組んでおります。 

  ・障害児と健常児のふれあいの場としておもちゃ図書館を月４回開催しています。 

  ・学校や当事者団体、社会福祉施設等と連携して子ども達が地域社会の一員として 

ボランティア活動を体験する場を提供しています。また、共同募金にも参加していた

だいています。 

  ・奨学福祉事業として、次代を担う学生に奨学金を支給するとともに、研修を実施し 

て人材育成に努めています。 

  ・市民からの募金を原資として生活困窮世帯に生活支援や学習支援を行っています。 

 ○佐倉東小学校長 市村尚義委員 

  ・本校は開校以来 43年を迎え、人権教育を根底とした教育に取り組んでおり、本年度は、

「変わる強さ・止める勇気・認め合う喜び」をスローガンとして取り組んでまいりま



す。 

  ・学力以外に子ども達を見るポイントを定めて子ども達の支援を心がけております。 

  ・日本の子ども達は、自己肯定感が低いといわれておりますので、大人が子どもとの有

効な時間を共有することができるよう学校としても努力しております。 

 ○佐倉西高等学校長 石井委員 

  ・現在各学年 6クラスで 720名の生徒が在籍しており、通学地域としては市内が 

   ４割となっております。今年度から県の改革推進プログラムに沿って、福祉コース 

   を設置しました。現在の１年生が２年に進級する際に選択することができ介護職員初

任者研修資格取得のためのカリキュラムを履修することができます。 

  ・生徒の居住地が広範囲にわたっているため、印旛地区高等学校生徒指導連絡協議会 

   をはじめとする協議会に参加して、生徒指導に関する問題の共有を図っています。 

 ○佐倉東高等学校教頭 濱谷氏 

  ・本校は、普通科・調理国際科・服飾デザイン科・定時制の特色ある４科があるが、 

   ２年前より「躍進佐倉東」のキャッチフレーズのもと一丸となるよう取組を進めて 

きました。例としては、定時制の生徒が全日制の生徒と一緒に部活動をしたり、科を

超えて中庭の美化活動を行うなど成果が表れてきております。 

  ・困難な状況を抱える生徒がおり、カウンセリングの充実を図っています。 

  ・PTAと協力して校外指導を年７回ほど実施しております。 

 ○少年警察ボランティア協議会副会長 秋本良治委員 

  ・少年警察ボランテイアとは、昔の少年補導員であり重点活動として青少年の非行防止

のためパトロール活動を行っております。 

  ・近年は、公園や繁華街で遊ぶ青少年は少なく、家庭でゲームやインターネット等 

   をしており、それに関連した犯罪に巻き込まれることを危惧しております。 

 ○青少年育成市民会議会長 片岡委員 

  ・市内の７地区の住民会議から構成され、主にそれぞれの地区ごとにパトロールや交 

流事業を行っております。 

  ・社会を明るくする運動への協力や県の実施する事業に参加しておりますが、今年度 

で県の青少年協会が解散され次年度からは、県が直接事業を実施することとなりま 

した。 

  ・畑の学校は、30 組程度の家族の参加があり、農作業を通じて世代を超えた人の交流が

図れました。 

 ○子ども会育成連盟副連盟長 阿部委員 

  ・子ども会では、親子や異年齢間の交流を推進するため、育成者交流会・ジュニアリー

ダー初級認定講習会・子ども会中央交流フェスティバルなどの事業を実施してまいり

ます。 

 ○体育協会理事長 冨永委員 

  ・体育協会は 23種類の競技から成り立っており、各種大会を開催し、スポーツを通じて

青少年の健全育成につとめております。 

  ・また、郡市民体育大会や県民体育大会への参加協力や市内で実施される「わんぱく相

撲」「スポーツフェスティバル」などの行事への協力も行っております。 

 ○スポーツ推進委員連絡協議会副会長 遠藤委員 

  ・老若男女が気軽にできるニュースポーツまつりを開催しております。 



  ・１０月にさくらスポーツフェスティバル、冬季事業として１２月にミニバレー大会を

開催予定です。 

  ・東印旛地区スポーツ推進委員連合会に参加し、近隣の市町とともに実施するイベント

にも参加します。 

 ○PTA連絡協議会 内郷小学校 PTA会長 北原委員 

  ・内郷小学区は、京成佐倉駅の北側に広がる農村地域と新興住宅地が混在する落ちつ 

いた地域で児童数 150 名程度小さな学校です。先生方は、子ども達にきめ細かく接し

てくれており、保護者も協力的で PTAの活動は活発です。 

  ・日頃より熱心に活動しているスクールガードボランテイアと通学路の危険個所等の 

情報交換会や青少年育成市民会議で行っているパトロールに参加しております。 

 ○敬愛短期大学准教授 新田委員 

  ・地域連携として佐倉市とも 2014年に包括提携を締結しており、通学合宿・夏休み子ど

も向け公開講座・向学チャレンジへ学生が参加しております。 

 ○人権擁護委員協議会 梅田委員 

  ・小学 5・6年生を対象に人権標語コンテストを行い２月に実施される「さくらヒュ 

ーマントーク」の際に表彰を行っております。 

  ・月に数回、人権相談を行っておりますが、最近は離婚に関する相談が増えています。 

 ○健康こども部児童青少年課 細井課長 

  ・平成 28 年度に受けた相談件数は、741 件で前年より 26 件増加し、そのうち新規に受

け付けたケースが 435件、継続ケースは 306件でした。 

  ・虐待ケースは、全相談件数の 49％で 363件。新規受け付けは、233件で内訳は、心理

的虐待が 130件で 55％、身体的虐待が 58件で 25％、ネグレクトが 41件で 17％、性

的虐待が 4件で 1.7％となっております。 

  ・児童虐待の主な原因は、親自身の育てられ方や心理・精神的障害など親に起因する問

題や夫婦関係のストレス等家庭に起因する問題、地域や親類・社会との関係がうまく

とれずに孤立するなどしている問題などが、複雑に絡み合っているのが現状でありま

す。 

  ・虐待防止、虐待予防への取組としては、子育て講座の開催や養育支援訪問事業として

訪問支援の実施、児童虐待ネットワーク会議を開催し関連機関との連携を図っており

ます。 

 ○蕨会長 

   以上、青少年に係る各機関・団体の皆様の取組や、その取組から見える子ども達の様

子や気になる点等についてお話をいただきました。ありがとうございました。 

 

２ 取組みから見える青少年及び青少年を取り巻く課題について 

３ 課題解決のための提言について 

○蕨会長 

   次に、事前にいただいております「取組みから見える青少年及び青少年を取巻く 

課題」及び「課題解決のための提言」に入ってまいりたいと思います。 

  はじめに、「学校・家庭・地域での課題について」市村委員から課題と提言についてご

説明をお願いいたします。 

○佐倉東小学校長 市村委員 



  学校としてやらなければならないことをはじめとして、皆様が各組織の役割を 

 自覚し、それを互いに共有し連携を強化しながら青少年の健全育成を図っていかなけれ

ばならないと感じております。特にネット社会への対応として、対処療法的に被害者に

ならないための知識の習得も大切ですが、豊かな心の育成を図ることで、無駄な書き込

みや「いじめ」につながるようなことが、なくなるよう導いていくことが大切であり、

これらのことを社会とどう連携しながら進めていくか考えていきたいと思います。 

○蕨会長 

続きまして、資料 27ページ「家庭と家族の多様化と学校の役割とネット問題について」

石井委員お願いします。 

○佐倉西高等学校長 石井委員 

  生徒指導の内容も大きく変化しており、喫煙や免許取得・暴走行為等の生徒指導上の

問題は昨今、大きく減少しております。 

  変わって、生徒の家庭での食事の在り方やコミュニケーションの在り方などの問題が

生じてきております。これからは生徒・家庭の多様性を認め、良いことは良い、だめな

事は、だめなんだと生徒に接していくしかないのかと考えております。 

  次に、SNSの急速な普及について、昨年全県下で実施したアンケート調査で高校 

生の 77％が新聞を読んだことがないと回答があり大変驚きました。以前の生徒は、 

新聞は TV欄しか見ませんという回答が多かったのが、新聞に触れることすらなくな 

ってしまったようです。SNSでは、自分の必要とする情報しか入ってこないので影 

響について心配しているところです。 

  生徒は、誰よりも早く・多く情報を得たいと思っています。生徒たちが主体的に氾濫

する情報を取捨選択して、正しい判断ができる能力を身に付けられるよう努めていく必

要があると思います。 

○蕨会長 

  次に、資料 28ページ「生徒の抱える課題について」濱谷様お願いします。 

○佐倉東高等学校教頭 濱谷氏 

 ・家庭内問題に起因する悩みを抱える生徒が増えているため、個々の生徒に寄り添いな

がら学校全体で対応しています。 

 ・発達障害などコミュニケーションが上手くいかない生徒が増えており、教育相談やス

クールカウンセラーを有効に活用する必要があります。 

 ・遠距離通学で学校まで２時間かかる生徒もおり、身体・精神的に疲弊しているので、 

家庭と連携を密にして生徒の心身の把握に努めております。 

 ・元女子高のなごりか女子生徒が多く、女子生徒特有の人間関係でストレスを感じ 

ている生徒が多いため、学校行事やロングホームルームなどの行事を利用して、男女

分け隔てなく過ごせる雰囲気づくりに努めています。 

  ・学業や進路などの悩みによってストレスを持つ生徒が多いので、補習や進路指導の体

制の充実を図っております。 

 ・義務教育段階で不登校となってしまい自信を失った生徒が多いため、教師が生徒に寄 

り添って個々の相談に対応しております。 

 ・家庭の事情等で全日制に入学できなかったため、挫折感を抱えている生徒に対して 

生徒一人一人に応じた生徒指導を行っております。 

 ・複雑な家庭環境を抱えている生徒が多いので、教育現場と地域の人たちが連携して 



  声掛けなどを行っています。 

 ○蕨会長 

   続きまして、資料 29ページ「困難な状況にある子どもの問題」について谷野委員お願

いします。 

 ○社会福祉協議会 谷野委員 

   様々な事業を通して感じていることとして、生活の困窮などを背景に子どもの孤食が

心配されます。また、子ども達の居場所や学習支援の場が不足しているように思われま

すので、子ども食堂に対する支援の検討や行政・地域・学校・各種団体による協議の場

を設けてはいかがでしょうか。 

 ○蕨会長 

   次に、資料 30ページ「挨拶の大切さ」について冨永委員お願いします。 

 ○体育協会理事長 冨永委員 

   個人尊重の生活、デジタル化、奇怪な事件等複雑な環境の下、親が子供に対して知ら

ない人と話してはいけないと指導することなどもあり、挨拶の大切さが低下しているよ

うに感じます。人の目を見て言葉を発するという普通のことを普通に行うことで、子ど

も達が社会からの孤立が防げるのではないでしょうか。 

   スポーツ、武道などへの参加を積極的に促し、礼に始まり礼に終わる、目を見て大き

な声で自分の意思を表すことを体得するように導けばよいと思います。 

 ○蕨会長 

   次に、資料 31ページ「保護者の姿勢について」遠藤委員お願いします。 

 ○スポーツ推進委員連絡協議会副会長 遠藤委員 

   「ニュースポーツまつり」の際に、子どもを放置してスマートフォンを見たり、他の

保護者とのおしゃべりに夢中になっている保護者が見受けられました。せっかくの親子

が触れ合う機会なのに保護者としての意識が希薄なのではないかと感じました。今後は、

事業のなかで保護者に対する呼びかけが必要であると思いました。 

 ○蕨会長 

   関係機関・団体の皆様も、青少年を取巻くこのような課題にご留意いただきまして、

それぞれの活動の中でお取組みいただけるようお願いいたします。 

   以上で本日、予定しておりました会議内容は終了いたしました。 

 

 ４ その他 

 ○蕨会長 

   委員の皆様から伝達事項やご案内がありましたらお願いいたします。 

   ないようですので、事務局から連絡事項はありますか。 

 ○健康こども部児童青少年課 細井 

   特にございません。 

 ○蕨会長 

   最後に、教育長より本会議の全体を通した総括をしていただきたいと思います。 

 ○茅野副会長 

   本日は、各団体の皆様より貴重なご意見・ご提言をいただき誠にありがとうございま

した。 

   私が、市内全校の授業風景を見たり、県立高校の先生たちから状況をうかがって感じ



 

たことですが、子ども達は落ち着いて学校生活を送っており、ほとんど、９割９分の子

ども達は、正しく健全に生きていこうと思っていると思います。 

   ところが、朝家庭内でいろいろな問題があったことで急激に心の変化があって学校に

登校しない、２・３時間遅れてくる、問題行動を起こすということがあったり、生徒間

の人間関係のトラブルの影響で悩んでいる子供がたくさんいることも感じております。 

   その１つは、落ち着いてはいるけど携帯や SNSによる個人への誹謗中傷になやんでい

たり、親や先生との関わりで思い悩んでいる子供にどう接していくか、どう向き合って

いくかということが極めて重要だと思います。 

   比較的落ち着いているという状況で子どもの心の奥・背景にある、その個々の子ども

に応じた心の変容をつかんでいかなければならない。一律に子どもを指導していくのは、

なかなか難しくなっていると思います。 

   学校が、その子どもの家庭的な環境をしっかり掴んでいくこと、地域で活動している

皆様には、子どもを褒めていただき、その本来持っている良さを伸ばしていただきたけ

ればありがたいです。 

   ２つめは、子どもに接する際に良いことは良い、悪いことは悪いとはっきり伝えると

ともに、「一人ではないんだよ」、地域の大人たちは「君たちに何かあったら、しっかり

守るよ」という姿勢で接していただけたらと思います。子ども達は、親や学校には話さ

ないことを、もしかしたら地域の皆さんには話すかもしれない。接点を持ちたいと思っ

ている子どもは、たくさんいると思います。子ども達を受容することで、その子ども達

の新しい可能性も生まれてくるのではないでしょうか。 

   これからも、佐倉の子ども達のためにお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

 ○蕨会長 

   それでは、これを持ちまして、私の議長としての役目を会わらせていただきます。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

□ 閉 会 

 ○健康こども部児童青少年課 細井 

   ありがとうございました。 

   以上をもちまして、平成 29年度第 1回青少年問題協議会を終了いたします。 

 

 


